
- 1 - 

令和７年４月２３日 観光文教委員会報告資料 

教育部 文化財課 

令和６年度 奈良市指定文化財の指定及び指定解除について 

１．経過 

令和７年１月２０日（月） 奈良市指定文化財の指定及び指定解除について、市教育委

員会から奈良市文化財保護審議会に諮問。 

令和７年２月１７日（月） 奈良市文化財保護審議会から市教育委員会あて答申。 

令和７年３月１８日（火） ３月定例教育委員会において、奈良市指定文化財２件の指

定と１件の指定解除を決定。 

この結果、奈良市指定文化財の総数は１６４件となった。 

２．指定物件 

分類 件 名 数量 所有者・所在地 備考 

絵画 絹本著色阿弥陀如来像 １幅 極楽寺 

奈良市法華寺町 648 

南宋時代 

彫刻 木心乾漆菩薩立像残欠 １箇 徳融寺 

奈良市鳴川町 25 

奈良時代 

３．指定解除物件 

分類 件 名 数量 所有者・所在地 備考 

天然記念物 月ヶ瀬桃香野奥ノ谷

のウメの古木 

１株 公益財団法人月ヶ瀬梅渓保勝会 

奈良市月ヶ瀬桃香野4267-5 
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指定物件 

(１) 絹本著色
けんぽんちゃくしょく

阿弥陀
あ み だ

如来
にょらい

像
ぞう

 1幅 

所有者 極楽寺（奈良国立博物館寄託） 

法 量 本紙縦189.3cm 横105.0cm 

 蓮
れん

華
げ

座
ざ

に坐る阿弥陀如来の画像で、顔立ちや表現技法か

ら中国の南宋
なんそう

時代（1127-1279）の作と考えられる。蓮華座

の上面に荘厳
しょうごん

具
ぐ

が立つなど、図様に非常に珍しい特徴があ

り、貴重な仏画である。 

 

 

 

 

(２) 木心乾漆
もくしんかんしつ

菩薩立像
ぼさつりゅうぞう

残欠
ざんけつ

 1箇 

所有者 徳融寺 

法 量 総高148.4cm 

 奈良時代に盛んに行なわれた木
もく

心
しん

乾漆造
かんしつづく

りの菩薩立像

の残欠である。木心部材に布を貼り、木の粉を混ぜた漆を

盛り上げて造られている。数少ない奈良時代の木心乾漆像

の残欠で、資料的・学術的に貴重である。 

 

 

 

 

指定解除物件 

(３) 月
つき

ヶ
が

瀬
せ

桃
もも

香野
が の

奥ノ谷
おくのたに

のウメの古
こ

木
ぼく

 1株 

所有者 公益財団法人月ヶ瀬梅渓保勝会 

 月ヶ瀬地区（湖畔の里つきがせ）にあるウメの古

木で、平成 22年に市指定文化財に指定された。し

かし、令和 3年頃から樹勢の衰えがみられるように

なり、枯枝の除伐（令和 4・5年度）や施肥（令和

5年度）を行い、経過を観察してきたが、令和 6年

2～3 月は花と葉の展開がなく、同年 5 月に枯死を

確認したため、指定解除に至った。 
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奈良市指定文化財の件数

令和7年3月25日現在

分 類

有　形
文化財

建 　造 　物
( )内は棟数

美

術

工

芸

品

絵　　画

総 数 164

小　計

無形文化財

民　俗
文化財

有形民俗文化財

無形民俗文化財
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